
日・祝

医師会 当直

昼間
午前

午後

夜間 ―

平成２５年４月から、加賀市医師会が加賀市民病院で行っている休日診

療の時間を午後まで拡大する。急病患者の診療を行うものであるこ
とを明確にするため、名称を「休日急病診療」とする。

【３月まで】
受付時間：９時から１２時３０分
診療時間：９時から１３時

【４月から】
〔午前の部〕
受付時間 ９時から１２時３０分
診療時間 ９時から１３時

〔午後の部〕
受付時間 １３時から１６時３０分
診療時間 １３時から１７時

〔加賀市民病院の休日の診療体制イメージ〕
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